
こども部 こども政策課 

 

都城市鷹尾児童館指定管理者候補者選定の概要 

 

 都城市鷹尾児童館の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を公募によ

り選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和６年１２月議会で可決され

た場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１．指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    社会福祉法人相愛会 

 （２）代表者名 

    理事長 高木 惠理 

 （３）所在地 

    都城市早鈴町１５８３番地３ 

 （４）設立年月日 

    昭和５２年１０月２０日 

 （５）従業員数 

    １０２名 

 （６）業務内容 

    相愛保育園の経営 

    相愛ひめぎ保育園の経営 

    病児保育事業の経営 

    放課後児童クラブ フレンドシップ・ハウスの経営 

    放課後児童クラブ 南フレンドシップの経営 

    放課後児童クラブ 明道フレンドシップの経営 

    放課後児童クラブ 早鈴フレンドシップの経営 

    放課後児童クラブ 第２南フレンドシップの経営 

    放課後児童クラブ 第２明道フレンドシップの経営 

    放課後児童クラブ 梅北フレンドシップの経営 

    児童館の経営 

    生計困難者に対する相談支援事業の経営 

 

２．指定期間 

  令和７年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日（５年間） 

 

３．施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 



施設名及び所在地 施設規模等 

都城市鷹尾児童館 

（都城市南鷹尾町２６街区１３号） 

 敷地面積：３３０．００㎡ 

 延床面積：１９３．７７㎡ 

 

 （２）業務概要 

①健全な遊びを通しての児童の集団的及び個別的な指導に関する業務 

②子供会、母親クラブ等の児童に関する地域組織の育成助長に関する業務 

③地域に関わる児童の健全育成に必要な活動に関する業務 

④その他児童館の設置の目的達成に必要な業務 

⑤児童館条例第８条に掲げる業務 

⑥指定管理者の行った処分に対する苦情の受付、処理及び訴訟に関する業務 

⑦その他市長が必要と認めた業務 

 

４．事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 

 

５．選定結果の概要 

 （１）公募の状況 

   ①申請団体数 

    １団体 

   ②指定管理者候補者選定までの経過 

    令和６年６月５日           第１回選定委員会開催 

令和６年６月１日～令和６年７月１９日  募集（広報都城６月号、 

市ホームページへの掲載） 

    令和６年７月４日            事前説明会 

    令和６年７月８日～令和６年７月１９日  申請書類受付 

    令和６年８月２１日          第２回選定委員会開催、 

書類審査・面接審査 

    令和６年９月５日           選定結果報告 

 

 （２）都城市指定管理者候補者選定委員会委員構成 

     委員構成 人数 

有識者 

学識経験者      １人 

税理士      １人 

司法書士      １人 

民生委員・児童委員      １人 

施設利用者代表      １人 

市課長職      ２人 

 



 （３）選定理由 

    令和６年８月２１日に都城市指定管理者候補者選定委員会において、書類審

査・面接審査をもとに、選定基準に基づいて総合的に審査・選考（総合得点方

式）を行った結果、以下の理由で社会福祉法人相愛会が指定管理者として適正

であると判断しました。 

  

「選定基準１ 市民の平等な利用が確保されること」 

・理念、方針が明確であり、長年の実績、キャリア及び高い公益性を有してい

る｡ 

・多様化する子どもを取り巻く環境や背景を理解し、子どもが主役となる居場 

所を作っている。 

 

「選定基準２ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであるこ

と」 

・地域座談会、イベントにより地域ニーズの把握、解決に取り組んでいる。 

・広報が丁寧に作成されており、利用者増のＰＲや情報提供を行っている。 

 

「選定基準３ 経済的な管理運営が図られ、経費配分が適正であること」 
   ・これまでの実績があり、実態に即した提案である。 

 

「選定基準４ 事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を

有していること」 

   ・児童福祉施設を長年安全に、安定した運営をしており、放課後等デイサー 

ビス、児童発達支援事業所等、児童の多様性を踏まえた連携を展開している。 

   ・法人内研修、外部研修による資質向上に積極性がみられる。 

 

「選定基準５ 地域に貢献する取り組みが確保されていること」 
・地域におけるネットワーキングに積極的に取り組み、良好な関係性を構築し
ている。 

・イベント等を通して、地域住民とともに体験、奉仕活動をしている。 

 

「選定基準６ その他、公の施設を管理させるに当たり必要な基準」 

   ・子どもの発達に応じた体験やつながりを作り、子どもの居場所として工夫し

ている。 

   ・発達支援についての見識があり、児童館運営においても連携が取れる状況で

ある。 

   ・コロナ禍前後の子ども達の遊び方の変化を感じ取り、対応できている。 

 

 （４）選定委員会における主な意見 

  〈選定基準に関する事項〉 

   ・選定基準については、施設の特性を考慮し、事業計画の内容が施設の効用を

最大限に発揮するものであること、事業計画に沿った管理を安定的に行う物



的能力及び人的能力を有していること、その他、公の施設を管理させるに当

たり必要な基準に関する項目に重点的に配点を行った。 

  〈指定申請書記載事項について〉 

   ・子どもの福祉の向上のため、多方面からの支援を行っている法人であり、来 

館する子どもたちの平等な体験にも配慮をされている。 

・子どもからのニーズを聞くことは難しいが、子どもがこれをしたいという 

日々の言葉から体験などを実施、工夫されている。 

・放課後等デイサービス、児童発達支援事業所等、児童のダイバーシティ（多 

様性）をふまえた連携を展開している。 

・地域におけるネットワーキングに積極的に取り組んでいる。 

・一人一人と向き合い、子どもの居場所として工夫されている。 

 

 （５）選定結果 

    別紙のとおり 



 

選定結果 

選定基準 配点 

採点結果 

審査項目 
一人当た

り配点 
審査内容 社会福祉法人 

相愛会 

１．市民の平等な利

用が確保されること 
２１０ １５２．０ 

管理運営方

針等 
２０ 

市の管理方針を認識しているか。 

公の施設の設置目的を理解しているか。 

申請団体の経営モラルは適切か。 

環境に配慮した取り組みをしているか。 

平等利用 １０ 
利用申込等が平等な利用を確保する提案がされているか。 

相談や苦情等の対応が提案されているか。 

２．事業計画の内容

が施設の効用を最大

限に発揮するもので

あること 

２６６ １７８．８ 

利用の促進 ２１ 

住民ニーズに基づく利用者増の提案がされているか。 

利用者増のための広報・ＰＲ対策を提案しているか。 

関係団体や地域住民との連携、交流の提案がされているか。 

サービス・

利便性の維

持向上 

１７ 

利用者サービスの向上について提案がされているか。 

施設の維持管理、安全管理を的確に行えるか。 

施設の設備、機能等の有効活用について、提案がされているか。 

３．経済的な管理運

営が図られ、経費配

分が適正であること 

７０ ４６．０ 経費配分 １０ 
具体的な管理業務の効率化が提案されているか。 

適正な経費配分の考え方について提案されているか。 

 

 

 



 

４．事業計画に沿っ

た管理を安定的に行

う物的能力及び人的

能力を有しているこ

と 

３２９ ２３４．２ 

物的能力 ２０ 

安定した運営が可能な申請団体の財務状況か。 

類似施設を良好に運営した実績があるか。 

収支計画の積算根拠が明確で、実現可能なものか。 

収支計画と事業計画の整合性は図られているか。 

人的能力 ２７ 

組織体制、勤務体制、責任体制が確立されているか。 

利用団体の指導及び育成支援の提案がされているか。 

業務従事者の指導育成、研修体制及び接遇向上のための提案が

されているか。 

個人情報保護、情報公開及び労働法令等について十分認識して

いるか。 

まちづくりへの熱意、申請団体（新規）の将来性、地域団体や

地域住民等との融合性、高齢者、障がい者雇用への配慮がある

か、利用状況の把握 

５．地域に貢献する

取り組みが確保され

ていること 

７０ ５１．０ 地域貢献 １０ 

地域雇用の考え方が示されているか。 

地域貢献の取り組みが示されているか。 

６．その他、公の施

設を管理させるに当

たり必要な基準 

２１０ １５８．０ 児童の育成 ３０ 

子どもの発達の特徴を理解し、発達過程に応じた児童の健全育

成に関する方針が提案されているか。 

児童の集団的及び個別的な指導の提案がされているか。 

公の施設を管理するに当たりアピールしたいことが示されて

いるか。 

合計 １，１５５ ８２０．０  １６５  

〈参考〉：提案金額 ６，９９３千円（令和７年度） 

※提案金額をそのまま指定管理料として決定するものではなく、予算編成を経て市議会の議決により決定するものです。 


